
個人情報・仮名加工情報・匿名加工情報の比較 

 個人情報 仮名加工情報 匿名加工情報 

定義 

生存する個人に関する情報

であって、氏名、生年月日

その他の記述等により特定

の個人を識別することがで

きるもの（法第２条第１項） 

他の情報と照合しない限り

特定の個人を識別すること

ができないように個人情報

を加工したもの 

（法第２条第５項） 

特定の個人を識別すること

ができないように個人情報

を加工し、かつ復元するこ

とができないようにしたも

の（法第２条第６項） 

特定の個人の

識別の可否 
〇 

△ 

× （他の情報と照合すること

で本人がわかる） 

識別行為の 

禁止 
－ 

〇 〇 

本人を識別するための他の

情報との照合禁止 

（法第４１条第７項、法第

４２条第３項） 

本人を識別するための他の

情報との照合禁止 

（法第４３条第５項、法第

４５条） 

利用目的の 

制限等 

〇 〇 × 

利用目的以外の目的での利

用禁止等 

（法第１８条、法第６２条、

法第６９条） 

利用目的の達成に必要な範

囲内での利用等 

（法第４１条第３項） 

行政機関等匿名加工情報に

ついては、利用目的を限定 

（法第１１４条） 

安全管理措置 

〇 〇 〇 

（法第２３条、法第６６条） 
（法第２３条、法第４１条

第２項、法第４２条第３項） 

（法第４３条第２項及び 

第６項、法第４６条） 

漏えい等の 

報告 

〇 ×（対象外） ×（対象外） 

（法第２６条、法第６８条） （法第４１条第９項）  

第三者提供時

の同意の有無 

〇 － × 

（法第２７条、法第６９条） 

法令に基づく場合を除き第

三者提供禁止 

（法第４１条第６項、法第

４２条） 

匿名加工情報に含まれる個

人に関する情報の項目及び

その提供方法について公表 

（法第４３条第４項） 

開示請求・ 

利用停止請求 

〇 ×（対象外） ×（対象外） 

（法第３３条、法第３５条、

法第７６条、法第９８条） 
（法第４１条第９項）  

 

※個人情報取扱事業者：法第４章（法第１６条～法第５９条） 

 行政機関等：法第５章（法第６０条～法第１２９条） 

 

参考資料【個票２】 


